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【令和７年４月９日改定】 

 

青森県マツ類の伐採・移動・利用に関する留意事項 

～松くい虫被害の拡大を防ぐために～ 

 

青森県農林水産部林政課 

 
松くい虫被害（正式名称：マツ材線虫病）は、マツノマダラカミキリ（以下「カミキ

リ」という）媒介昆虫の移動に伴いマツノザイセンチュウ（以下「センチュウ」という）

が健全なマツに感染することで被害が拡大するため、これらが付着した木材を移動させ

ることや、生立木等の伐採・枝払い等の作業によって媒介昆虫を誘引する成分を揮発さ

せる行為は、被害の更なる拡大につながります。 
このため、本留意事項では、広く木材を扱う関係者の皆様が、マツ類の木を伐採・移

動・利用する際に守っていただきたい事項を定めたものですので、以下の事項を遵守頂

くよう御協力願います。 
 
○マツ類 … マツ科マツ属の樹種（アカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ等） 

 

留意事項一覧（詳細は次ページから記載） 

地域区分 

 

留意事項 

(Ａ) 

被害発生市町村 

(Ｂ) 

被害発生 

隣接市町村 

(Ｃ) 

Ａ・Ｂ以外の 

市町村 

① 生立木等の伐採 

(６月～９月) 

× 

行わないこと 

× 

行わないこと 

× 

極力行わないこと 

② マツ類の市町村外 

への移動 

× 

行わないこと 

－ 

対象外 

－ 

対象外 

③ 県外を含む被害地 

域からの材の移動 

× 

行わないこと 

× 

行わないこと 

× 

行わないこと 

④ 被害木の駆除 

（10 月～翌年５月） 

○ 

確実に駆除 

－ 

対象外 

－ 

対象外 

⑤ 枯死木の情報提供 
○ 

速やかに連絡 

○ 

速やかに連絡 

○ 

速やかに連絡 

 

Ａ：南部町、深浦町 

Ｂ：八戸市、三戸町、五戸町、新郷村、田子町、鰺ヶ沢町 

Ｃ：ＡとＢを除く県内３２市町村 
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松くい虫被害発生市町村位置図 

被害発生市町村は下図のとおりで、民国の被害状況を含めたものになります。  

被害状況は変化しますので、ご覧いただいている留意事項と最新の被害状況が異な 
る場合があります。 

最新の被害状況は県ホームページ及び、⑤に定める「枯れた木に関する情報提供及

び問合せ先」にご連絡ください。 

 

 

 

こちらの QR コードを読み取ると、県ホームページにアクセスできます 

【令和７年３月末時点】 

：被害発生市町村 

：被害発生隣接市町村 
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留意事項の詳細 

 

① 生立木等の伐採 

６月～９月の間は、媒介昆虫が盛んに活動する期間であるため、この間に生立木

等の伐採・枝払い等の作業をすると、伐採木等から発する匂いにカミキリが誘引さ

れ、被害を呼び込むことにつながります。 
このため、被害発生市町村と被害発生隣接市町村では、この期間における伐採は

行わないでください。 
また、その他の市町村においても極力行わないでください。 
なお、伐採木を林内に残置することも、被害を呼び込むことにつながるため、林

外に搬出してください。 
 

○ 「巻枯らし※」は、実施から枯れるまでの期間が不明であり、カミキリ活動期に

枯れた場合は、被害を呼び込むことにつながるため、全県において年間を通して

行わないでください。 
※巻枯らし…樹皮と形成層の部分を環状に剥がし、立木の状態で木を枯らす方法 

 
○ やむを得ず６月～９月の間に伐採する必要がある場合 
・ 作業内容について伐採地を所管する地域県民局に相談し、実施の際は伐採 

 木を林内に放置せず、枝条も含む全木を早急に林外に搬出し、破砕後の厚さ 

が６mm（木材チッパーにより破砕する場合は 15mm）以下になるよう破砕するか、 

焼却処理してください。 

・ 伐根から生じる匂いもカミキリを誘引するので、伐根の高さを確認し、地際

から高さ約 10cm 以下となるように再切断し、木口面に樹脂剤を塗るか、ビニ

ールシート等で被覆してください。 
 

 

② マツ類の市町村外への移動 

被害木（枯死木、衰弱木した木を含む）には、カミキリやセンチュウが潜んでい

る可能性があり、移動先でカミキリが脱出し、新たな被害が発生することが懸念さ

れます。 
このため、被害木は、原則として、市町村外へ移動しないでください。 
また、健全とみられる木であっても、同様の可能性があることから、極力、市町

村外へ移動しないでください。 
県外の被害地域のマツ類も、同様に未被害市町村へ持ち込まないでくさい。 
 

⚠被害木を故意に移動させることは、森林病害虫等防除法の違反行為になります。 
⚠・同法第 13条及び第 16 条により、３年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金。 
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③ 被害木の駆除処理 

被害木に潜んでいる媒介昆虫は、例年６月中旬頃から羽化・脱出し始めるため、

原則として５月末までに駆除処理を行ってください。 

６月～９月の間でも、被害状況に応じて緊急的に駆除する場合があります。 

 

④ 枯れた木に関する情報提供及び問合せ先 

枯れた木は、カミキリやセンチュウが潜んでいる可能性があります。 
発見した際には、県、各市町村、森林組合等へ連絡をお願いします。 

また、本留意事項について不明な点や、やむを得ず留意事項を遵守することが困

難な場合等は、下記問合せ先のうち、伐採地を所管する農林水産事務所までご相談

ください。 

 

 
本留意事項に関する問合せ 

 

 
 

問合せ窓口 電話番号 住所 

青森県農林水産部林政課森林保全グループ 017-734-9522 青森市長島一丁目 1-1 

東青農林水産事務所林業振興課 017-734-9962 青森市長島二丁目 10-3 

中南農林水産事務所林業振興課 0172-33-3857 弘前市蔵主町４ 

三八農林水産事務所林業振興課 0178-23-3595 八戸市尻内町字鴨田７ 

西北農林水産事務所林業振興課 0173-72-6613 
鰺ヶ沢町大字舞戸町 

字鳴戸 384-37 

上北農林水産事務所林業振興課 0176-24-3379 十和田市西十二番町 20-12 

下北農林水産事務所林業振興課 0175-23-6855 むつ市中央一丁目 1-8 


